
公募要領 

 

一 事業名 

東京工業大学地球生命研究所 公式ウェブサイト製作 一式 

二 事業の目的 

東京工業大学地球生命研究所は文部科学省世界トップレベル拠点として、国内だけでな

く、海外に向けても同様のアウトリーチおよびリクルート活動をしている。そのために

は、研究所の研究や活動を、専門の研究者以外にも理解しやすい内容でウェブサイトを構

築する必要がある。 

また、研究所のミッションの一つである融合研究を進めるためには、研究者自体が専門以

外の研究についても深く理解することが望ましく、ベーシックレベルの異分野の研究記事

をウェブサイトに載せることは、研究者さらには研究所の研究全体にとってもプラスにな

ると考える。 

 

三 内容 

1．制作依頼内容 

（1）ウェブサイトの構築 

・別紙の仕様書及び要件定義書に則ってウェブサイトを構築すること。 

 

（2）インストール 

・システム及びデータ一式をサーバー上に直接インストールする。 

インストールするにあたり、大学内のルールに則って行うこと。 

 

四 予算額 

上限額 350 万円（税込） 

（コンペ終了後第１順位者と詳細仕様を決定した後、再度見積書を提出していただき、契約

交渉を行う。） 

 

五 履行期間 

契約締結日から平成 30 年 3 月 30 日（金）まで 

 

六 応募資格 

・大学や研究機関等でのウェブサイト構築経験が 5件以上あること 

（1）契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

（2）国立大学法人東京工業大学における物品購入契約に係る取引停止の取扱要項により契

約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 



七 企画提案書に関する事項 

1．提出期限 

平成 29 年 11 月 2 日（木）17:00 必着 

上記期限までに、提出書類の電子媒体 1部（メール送付可）を、下記 3の問合わせ先まで、

郵送または持参またはメール送付すること。なお、申込み期限を過ぎたものは受理しない。 

 

2．提出書類 

（1）提案書（仕様書及び要件定義書に基づいて作成すること） 

（2）過去に製作した Web サイトの一例：公表可能なものが無い場合は、必要なし 

（3）会社概要 

（4）マスタスケジュール（作業スケジュールを図示） 

（5）制作実施体制 

（6）制作費見積書 

  ※見積額の上限を 350 万円とすること。見積額には製作にかかる全ての経費を含める

こと。 

※提出書類の製作及び提出にかかる経費は、提案者の負担とし、提出された書類の返却は行

わない。 

 

3．問い合わせ先 

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1 IE-1 

東京工業大学地球生命研究所 担当：櫻井 

Email： pr@elsi.jp 

FAX：03-5734-3414 

 

八 提案の審査に関する事項 

1．第 1次審査（書類審査） 

応募多数の場合は、事前に送付された資料をもとに第 1次審査を行い、第二次審査（プレゼ

ンテーション審査参加者を決定する。 

この場合、11 月 10 日（金）までに書類審査であがった疑問点等をメールにて連絡する。 

 

2．第 2次審査（プレゼンテーション審査） 

応募者は、応募書類に基づいたプレゼンテーションを行う。11 月 20 日（月）から 11 月 30

日（木）の間で行う。開催日時等は、11 月 15 日（水）までにメールにて連絡する。 

全審査委員が評価を行う。 

 

・審査結果の通知方法 



プレゼンテーション後、土日祝日を除いた５営業日以内にメールにて連絡する。 

 

3．審査基準 

主に、コンテンツの製作能力、制作（サポート）体制、スケジュールの整合性、実績、コス

トについて、審査委員会による書面審査及びプレゼンテーション審査を経て、選定業者を決

定する。 

 

九 契約締結 

選定の結果、第 1順位者と詳細仕様を決定した後、再度見積書を提出いただき、契約内容に

ついて打合せを行う。なお、契約金額については、企画提案書の内容を勘案して決定するた

め、提出された見積書と必ずしも一致するものではない。また、契約条件が合致しない場合

には、契約締結を行わない場合がある。 

 

十 著作権について 

著作権については、原則として本学に帰属するものとする。受注者は、著作者人格権にお 

いてはこれを行使しないものとする。 

 

十一秘密保持について 

受注者は、次の事項につき守秘義務を負うものとする。 

（１） 本件製作中に知り得た、プライバシー及び業務上の秘密に関する事項 

（２） 本研究所から開示された資料のうち、公開することが適切でないもの。 

 

十二 その他 

質問がある場合は、pr@elsi.jp へメールにてお願いします。 


